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独立行政法人国立大学財務・経営センターの年度計画（平成２６年度）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号)第３１条の規定により、独立行政法

人国立大学財務・経営センター（以下 「センター」という。）の中期計画及び「独立行

政法人改革等に関する基本的な方針（平成２５年１２月２４日、閣議決定）」を踏まえ、

平成２６年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を次のとおり定める。

Ⅰ 業務運営の効率化等に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 国の定めた法令等を遵守し、事業に対する国立大学法人、大学共同利用機関法人、

独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学法人等」という。）及び国民の

信頼を維持しつつ業務を実施するため、業務内容を精査し、必要に応じて組織の見

直しを行う。

また、法人の行う業務については、その役割との関係を踏まえた既存事業の徹底

した見直し等により、重点化、効率化を進める。

２ 業務内容の見直しを行い、アウトソーシング可能なものについては、外部委託を

推進するとともに、外部委託の契約内容も逐次見直し、より一層の効率化を図る。

３ 情報セキュリティに配慮した事務情報化を推進し、事務処理のより一層の効率化

と情報セキュリティ対策の向上を図る。

４ 内部統制の充実・強化については、センター運営方針等に基づいた業務遂行の障

害となる多様なリスクを的確に把握するための基本的な方針を策定する。また、監

事や会計監査人が行う監査では、業務及び会計の両分野における結果を適切に反映

させ、業務改善に資するとともに、内部監査についても一層の機能強化を図る。

５ 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や

業務運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、

センターの財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報、セグメント

情報の公表の充実等を図ることとする。

６ 運営費交付金を充当して行う業務については、業務の質の向上を図りつつ、既存

事業の徹底した見直し、効率化を図る。このため、一般管理費（退職手当を除く。）

に関し、計画的な削減に努め、３％以上の削減目標を達成するほか、その他の事業

費（退職手当を除く。）について、１％以上の業務の効率化を図る。

７ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、独立行政法人整理

合理化計画に基づき、随意契約の適正化等を推進する。
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８ 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成２５年１２月２４日閣議決定)

に基づく独立行政法人大学評価・学位授与機構との統合については、我が国の高等

教育の質の向上や国際通用性の確保に資する法人となるよう、統合後の法人の在り

方、組織体制、予算、システム統合等について具体的に検討を行う。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

１ 施設費貸付事業及び施設費交付事業

（１）施設費貸付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附

属病院の施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。

また、国立大学法人等のニーズを踏まえた、新たな償還期間の貸付け等につい

て検討を行う。

② 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れ及び債券発行により資金の調達

を行う。

その際、国立大学法人の財務及び経営の改善に資するよう、公募等による効率

的な資金の調達に努める。

③ 貸付けの審査に当たって、個々の国立大学法人等の収支状況に即した精度の高

い審査を実施することにより償還確実性の確保に努める。

また、大学附属病院の審査の際には、教育、研究及び診療に係る各機能の達成

状況とそのバランス等を確認する。

なお、これらが確実に実施できる審査体制の構築に努める。

④ 貸付事業に係る債権について、貸付先に払込通知書を発行するなど長期借入金

債務等の償還を確実に行う。

また、年間５箇所以上の貸付先訪問調査を実施する。

⑤ 民間資金の調達に当たり、ＩＲ活動として年間５箇所以上の投資家を訪問し、

説明及び情報発信を行う。

⑥ センターが蓄積してきた成果を活用しつつ、貸付事業を効果的・効率的に行う

ため、国立大学の財務に係る調査、分析を行う。

（２）施設費交付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設

整備等に必要な資金として交付を行う。
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② 施設費交付事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確

保を図る。

また、そのために年間５箇所以上の交付先訪問調査を実施する。

③ 交付事業財源の確保について、文部科学省及び国立大学法人等の関係機関との

連携を図り、外部有識者、専門家を講師とした研修会等を実施する。

２ 国から承継した財産等の処理

（１）旧特定学校財産の管理処分等

① 国から承継した旧特定学校財産である東京大学生産技術研究所跡地については、

施設費交付事業等の財源に充てるため、独立行政法人国立美術館に対し国立新美

術館用地として、予算に応じて分割して売却する。なお、未売却部分については

国立新美術館用地として、貸付を継続する。

② 処分後の財産の利用状況について、適切に把握する。

（２）承継債務償還

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係す

る４３国立大学法人から納付される金銭を確実に徴収し、承継債務（旧国立学校特

別会計法に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）の償還及び当該債

務に係る利子の支払いを確実に行う。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 平成２６年度に係る予算 別紙１のとおり

２ 平成２６年度に係る収支計画 別紙２のとおり

３ 平成２６年度に係る資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

平成２６年度の常勤役職員に係る人件費について削減する。ただし、今後の人事

院勧告を踏まえた給与改定分については、削減対象から除く。なお、人件費の範囲

は、報酬（給与）、賞与、その他の手当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及
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び法定外福利費）は含まない。その際、政府の方針を踏まえ、役職員の給与につい

て、必要な見直しを行う。

なお、給与水準については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成

２５年１１月１５日閣議決定）に基づき、国家公務員に準じた当該給与水準につい

て検証を行い、適正化に取り組むとともにその検証結果や取組状況を公表する。

Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

８３億円とする。

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れの遅延、承継債務償還及び施設費貸付事業に係る関係国立大

学法人の債務償還遅延（この場合の借換えは行わない。）等が生じた場合に対応するた

め。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

予定なし。

Ⅵ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した際の使途は、年度計画の達成状況を見つつ、施設費

貸付事業等の改善・質の向上に資する業務に充てることとする。

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、業務量の変動

に応じた柔軟な組織体制を構築するとともに、人事交流により質の高い人材の確

保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。
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② 専門的研修事業等の活用により、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を

図る。

③ 金融業務関係など、高度な専門知識を持った人材を計画的に育成するため、セ

ンター職員の今後の人事の在り方について基本的な方針を策定し、それに基づき、

年間延べ５０名以上の職員を各種研修に参加させる。

（２）人員に係る指標

常勤職員数については、抑制を図る。

（参考１）

平成２６年度の常勤職員数 １９人

（参考２）

平成２６年度の人件費総額見込み １６２百万円

ただし、上記の額は、常勤役員及び常勤職員に対する報酬（給与）、賞与、そ

の他の手当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含

まない。
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（別紙１）
平成２６年度 予 算

（一般勘定） （単位：百万円）

収 入
運営費交付金 ３０６
産学協力事業収入 ０
雑収入 ２

計 ３０８

支 出
業務経費 １３９

センター事業費(退職手当を除く) １３９
うち 人件費(退職手当を除く) １００

物件費 ３９
退職手当 ０

一般管理費 １６９
一般管理費(退職手当を除く) １６９

うち 人件費(退職手当を除く) ８２
物件費 ８７

退職手当 ０
産学協力事業費 ０

計 ３０８

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

収 入
長期借入金等 ６１，１００
長期貸付金等回収金 ７７，１８７
長期貸付金等受取利息 １３，８３３
財産処分収入 ３，０１０
財産賃貸収入 ２２７
財産処分収入納付金 １５
有価証券利息 ４

計 １５５，３７６

支 出
施設費貸付事業費 ６０，３１１
施設費交付事業費 ５，６００
長期借入金等償還 ７７，９７６
長期借入金等支払利息 １３，６６８
公租公課等 ６３
債券発行諸費 １４
債券利息 １５１

計 １５７，７８２

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（総括表） （単位：百万円）

収 入

運営費交付金 ３０６

産学協力事業収入 ０

長期借入金等 ６１，１００

長期貸付金等回収金 ７７，１８７

長期貸付金等受取利息 １３，８３３

財産処分収入 ３，０１０

財産賃貸収入 ２２７

財産処分収入納付金 １５

有価証券利息 ４

雑収入 ２

計 １５５，６８４

支 出

業務経費 １３９

センター事業費(退職手当を除く) １３９

うち 人件費(退職手当を除く) １００

物件費 ３９

退職手当 ０

一般管理費 １６９

一般管理費(退職手当を除く) １６９

うち 人件費(退職手当を除く) ８２

物件費 ８７

退職手当 ０

産学協力事業費 ０

施設費貸付事業費 ６０，３１１

施設費交付事業費 ５，６００

長期借入金等償還 ７７，９７６

長期借入金等支払利息 １３，６６８

公租公課等 ６３

債券発行諸費 １４

債券利息 １５１

計 １５８，０９０

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（別紙２）
平成２６年度 収支計画

（一般勘定） （単位：百万円）

費用の部
経常費用 ３１０

業務費 １３９
センター事業費 １３９
産学協力事業費 ０

一般管理費 １６９
減価償却費 ２

収益の部
運営費交付金収益 ３０６
資産見返負債戻入 ２
雑益 ２

純損失 ０
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０
総利益 ０

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

費用の部
経常費用 ２０，４３９

業務費 ２０，４２５
施設費交付事業費 ５，６００
支払利息 １３，６５１
処分用資産売却原価 １，１１２
その他の業務経費 ６３

財務費用 １４

収益の部
処分用資産賃貸収入 ２２７
処分用資産売却収入 ３，０１０
施設費交付金収益 １５
受取利息 １３，６６４
財務収益 １

純損失 ３，５２２
国立大学財務・経営センター法
第１５条積立金取崩額 ３，５２２
総利益 ０

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（総括表） （単位：百万円）

費用の部

経常費用 ２０，７４８

業務費 ２０，５６４

センター事業費 １３９

産学協力事業費 ０

施設費交付事業費 ５，６００

支払利息 １３，６５１

処分用資産売却原価 １，１１２

その他の業務経費 ６３

一般管理費 １６９

減価償却費 ２

財務費用 １４

収益の部

運営費交付金収益 ３０６

処分用資産賃貸収入 ２２７

処分用資産売却収入 ３，０１０

施設費交付金収益 １５

受取利息 １３，６６４

財務収益 １

資産見返負債戻入 ２

雑益 ２

純損失 ３，５２２

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０

国立大学財務・経営センター法

第１５条積立金取崩額 ３，５２２

総利益 ０

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（別紙３）

平成２６年度 資金計画

（一般勘定） （単位：百万円）

資金支出 ３０８

業務活動による支出 ３０８

資金収入 ３０８

業務活動による収入 ３０８

運営費交付金による収入 ３０６

産学協力事業による収入 ０

その他の収入 ２

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

資金支出 １５７，７６８

業務活動による支出 ７９，７９３

財務活動による支出 ７７，９７６

資金収入 １６２，８５９

業務活動による収入 ９４，２７６

承継債務負担金債権の回収による

収入 ４６，１０８

承継債務負担金債権に係る利息の

受取額 ７，３５１

施設費貸付金の回収による収入 ３１，０７９

施設費貸付金に係る利息の受取額 ６，４８２

処分用資産の売却による収入 ３，０１０

処分用資産の貸付による収入 ２２７

施設費交付金の納付による収入 １５

利息及び配当金の受取額 ４

投資活動による収入 ７，４９７

財務活動による収入 ６１，０８６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（総括表） （単位：百万円）

資金支出 １５８，０７７

業務活動による支出 ８０，１０１

財務活動による支出 ７７，９７６

資金収入 １６３，１６７

業務活動による収入 ９４，５８４

運営費交付金による収入 ３０６

産学協力事業による収入 ０

承継債務負担金債権の回収による

収入 ４６，１０８

承継債務負担金債権に係る利息の

受取額 ７，３５１

施設費貸付金の回収による収入 ３１，０７９

施設費貸付金に係る利息の受取額 ６，４８２

処分用資産の売却による収入 ３，０１０

処分用資産の貸付による収入 ２２７

施設費交付金の納付による収入 １５

利息及び配当金の受取額 ４

その他の収入 ２

投資活動による収入 ７，４９７

財務活動による収入 ６１，０８６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。




